
様式第１号（第２条関係）

平成 年 月 日

人

平成 年 月 日 （ 曜日）

午前　　　午後　　　夜間　　　全日　　　　　　　※該当するものを囲んでください

■会議室貸出にあたっての制限事項■会議室貸出にあたっての制限事項■会議室貸出にあたっての制限事項■会議室貸出にあたっての制限事項

 　・騒音や振動等、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき

　 ・物品の販売を目的としていると認めるとき

 　・施設等の管理上支障があると認めるとき

■会議室および設備の使用料■会議室および設備の使用料■会議室および設備の使用料■会議室および設備の使用料

午前午前午前午前（　９時～１２時）

午後午後午後午後（１３時～１７時）

夜間夜間夜間夜間（１８時～２２時）

全日全日全日全日（　９時～２２時）

■貸会議室の概要■貸会議室の概要■貸会議室の概要■貸会議室の概要

・広さ　７ｍ×７.１２ｍ（約５０㎡／１５坪）　・冷暖房完備　・流し完備　

・机　１８０ｃｍ×６０ｃｍ　１０台　・椅子　３７脚　・ホワイトボード（無料）　・プロジェクター、投影用スクリーン（有料）

使 用 人 数

申請者氏名

使 用 区 分

使 用 設 備

２，５００円 ３，０００円

会  議  室会  議  室会  議  室会  議  室

土・日・祝祭日

５００円

５００円 ５００円

２，５００円

設  備  ①

プロジェクター

１，５００円

団　 体　 名

次の事由に該当するときは、使用できません。

狛 江 市 商 工 会 会 長 殿

５００円

プロジェクター　　　　投影用スクリーン　　　　※該当するものを囲んでください

※日中の連絡が可能な連絡先を記入ください

２，０００円

※太枠内をご記入後、狛江市商工会宛てにＦＡＸしてください。ＦＡＸ番号  0 3 - 3 4 8 9 -0 1 8 40 3 - 3 4 8 9 -0 1 8 40 3 - 3 4 8 9 -0 1 8 40 3 - 3 4 8 9 -0 1 8 4

５００円 ５００円

１，５００円

狛江市商工会館会議室　使用申請書狛江市商工会館会議室　使用申請書狛江市商工会館会議室　使用申請書狛江市商工会館会議室　使用申請書

電話番号

申請者住所

会  議  室会  議  室会  議  室会  議  室

平　日

使　 用　 日

使 用 目 的

設  備  ②

投影用スクリーン

４，０００円

７，０００円

３，０００円

５，０００円


